
2016年 ９⽉試験
ファイナンシャル・プランニング技能検定

３級 実技試験

実施⽇① ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇② ◆     年  ⽉  ⽇

実施⽇③ ◆     年  ⽉  ⽇

試験時間 ◆ 60分

資産設計提案業務

① 問題⽤紙は試験監督者の指⽰があるまで開けないでください。
② 試験問題は、試験⽤紙と解答⽤紙からなっています。解答はすべて解答⽤紙に記⼊してく
ださい。

③ 解答⽤紙にはあらかじめ受検番号、カナ⽒名が印字されていますので、ご⾃⾝のものかを
確認してから漢字⽒名を記⼊してください。

④ 問題数は20問、解答はすべて三答択⼀式です。
⑤ 試験問題については、特に指⽰のない限り、法令基準⽇（１⽉・５⽉試験は前年10⽉1⽇、
９⽉試験はその年の４⽉１⽇）現在において施⾏の法令等に基づいて解答してください。
なお、東⽇本⼤震災の被災者等に対する各種特例等については考慮しないものとします。

⑥ 試験問題の内容に関する質問には⼀切お答えできません。
⑦ 問題⽤紙・解答⽤紙に印刷不明瞭や乱丁・落丁があった場合は、お申し出ください。
⑧ 解答⽤紙は試験終了後、回収しますので持ち帰らないでください。問題⽤紙はお持ち帰り
ください。

⑨ 計算機（電卓）は演算機能のみを有するものだけ使⽤できます。関数機能やプログラムの
⼊⼒可能なものは使⽤できません。

⑩ 携帯電話やスマートフォンなどの通信機能を有する機器は電源を切ってカバン等へしまっ
てください（マナーモードも不可）。

⑪ 机の上には受検票、本⼈確認書類、筆記⽤具（HBの鉛筆またはシャープペンシル、消しゴ
ム）、計算機（電卓）以外のものは置かないでください。

⑫ 不正⾏為防⽌のため、試験監督者が持ち物の提⽰を求める場合があります。
⑬ 試験問題の⾳読は慎んでください。
⑭ 試験開始後、途中退室は⼀切できません。

★ 注 意 事 項 ★



【第１問】 下記の（問１）〜（問２）について解答しなさい。

問１

ファイナンシャル・プランニング業務を⾏うに当たっては、関連業法を順守することが重要であ

る。ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の⾏為に関する次の記述のうち、最

も不適切なものはどれか。

1．司法書⼠資格を有していないＦＰが、顧客の任意後⾒⼈となる契約を締結した。

2．税理⼠資格を有していないＦＰが、顧客からの依頼により、無償で顧客の確定申告書を作成し

た。

3．⽣命保険募集⼈資格を有していないＦＰが、顧客から相談を受け、将来の必要保障額の試算お

よび加⼊している保険の⾒直しを⾏った。

3級実技（資産設計提案業務 2016.9）－1－



問２

下記は、池⾕家のキャッシュフロー表（⼀部抜粋）である。このキャッシュフロー表に関する次

の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、計算に当たっては、キャッシュフロー表中に

記載の整数を使⽤し、計算結果は万円未満を四捨五⼊すること。

1．空欄（ア）に⼊る数値とその求め⽅：「６０８×（１＋０. ０１） ≒６２６」

2．空欄（イ）に⼊る数値とその求め⽅：「５４９－１４１＝４０８」

3．空欄（ウ）に⼊る数値とその求め⽅：「６２９×（１＋０. ０１）＋７８≒７１３」
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【第２問】 下記の（問３）〜（問５）について解答しなさい。

問３

下記は、経済⽤語についてまとめた表である。下表の経済⽤語に関する次の記述のうち、最も不

適切なものはどれか。

1．空欄（ア）に⼊る⽤語は、「⽇銀短観」である。

2．空欄（イ）に⼊る⽤語は、「機械受注統計調査」である。

3．空欄（ウ）に⼊る⽤語は、「消費者物価指数」である。

問４

下記＜資料＞の上場不動産投資信託（Ｊ－ＲＥＩＴ）に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）に

あてはまる数値または語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、空欄（ア）の解答

に当たっては、⼩数点以下第３位を四捨五⼊すること。

ＱＹ不動産投資法⼈の分配⾦の予想利回りは、（ ア ）％である。

１⼝当たり純資産を⽤いてＲＥＩＴ価格の割安性を⽐較した場合、より割安であると考えら

れるのは、（ イ ）不動産投資法⼈である。

1．（ア）２. ６８  （イ）ＱＸ

2．（ア）２. ７３  （イ）ＱＸ

3．（ア）３. ７７  （イ）ＱＹ
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問５

下記＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値の組み合わせとして、正

しいものはどれか。

この企業の株を２０１５年１⽉に１単元（１単位）購⼊し、２０１５年１１⽉に売却した場

合、所有期間に係る配当⾦（税引前）は（ ア ）円である。

２０１５年３⽉期における１株当たりの利益は（ イ ）円であったことが分かる。

1．（ア）２２, ５００  （イ）６８８. ０

2．（ア）１２, ５００  （イ）６８８. ０

3．（ア）１２, ５００  （イ）２００
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【第３問】 下記の（問６）〜（問７）について解答しなさい。

問６

建築基準法に従い、下記＜資料＞の⼟地に建築物を建築する場合の延べ⾯積（床⾯積の合計）の

最⾼限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない条件については⼀切考慮しないことと

する。

1．２４０㎡

2．１, ０８０㎡

3．１, ５００㎡
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問７

井川さんは、２０１８年５⽉５⽇に叔⽗から譲り受けた⼟地付き中古住宅に居住していたが、２

０２３年８⽉１０⽇に当該⼟地建物を９, ０００万円で譲渡した。取得費と譲渡費⽤の合計額が

５, ３００万円である場合、この譲渡に係る所得税額（計算式を含む）として、正しいものはどれ

か。なお、井川さんは、この譲渡において、居住⽤財産を譲渡した場合の３, ０００万円の特別控

除の適⽤を受けられるものとする。また、この譲渡は国や地⽅公共団体等へのものではなく、収

⽤交換によるものでもない。

1．（９, ０００万円－５, ３００万円）×３０％－３, ０００万円≦０ ∴０円

2．（９, ０００万円－５, ３００万円－３, ０００万円）×１５％＝１０５万円

3．（９, ０００万円－５, ３００万円－３, ０００万円）×３０％＝２１０万円
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【第４問】 下記の（問８）〜（問９）について解答しなさい。

問８

⾺場喜⼀さんが加⼊している⽣命保険（下記＜資料＞参照）の保障内容に関する次の記述の空欄

（ア）にあてはまる⾦額として、正しいものはどれか。なお、保険契約は有効に継続しているも

のとし、特約は⾃動更新されているものとする。また、喜⼀さんはこれまでに下記＜資料＞の保

険から保険⾦および給付⾦を⼀度も受け取っていないものとする。

⾺場喜⼀さんが、２０２３年中に交通事故で死亡（即死）した場合に⽀払われる死亡保険⾦

は、合計（ ア ）である。

1．１, ３００万円

2．１, ５００万円

3．１, ６００万円
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問９

地震保険法に基づく地震保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1．住宅総合保険などの⽕災保険契約に付帯して契約するものであり、単独で契約することはでき

ない。

2．保険⾦は、保険の対象に⽣じた損害が全損・⼤半損・⼩半損・⼀部損の４つの区分のいずれか

に該当した場合にのみ⽀払われ、⼀部損の場合は保険⾦額の１０％が⽀払われる。

3．建物の免震・耐震性能に応じた保険料割引制度があるが、複数の割引を重複して適⽤すること

はできない。
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【第５問】 下記の（問１０）〜（問１２）について解答しなさい。

問１０

⼩⽥さおりさんの２０２３年の所得に関する＜資料＞は下記のとおりであり、医療費控除の適⽤

を受けたいと考えている。⼩⽥さんの２０２３年分の医療費控除の⾦額（合計額）として、正し

いものはどれか。なお、⽀払った医療費等はすべて⼩⽥さん本⼈のために⽀払ったものであり、

＜資料＞に記載のない事項については⼀切考慮しないこととする。

＜資料＞

［２０２３年の所得⾦額］

 給与所得の⾦額 ２, ５００, ０００円

［医療費等の⽀出］

 ⾻折による治療⼊院のための⽀出 ３２０, ０００円

 ⾍⻭の治療に係る⽀出 ２８, ０００円

 計３４８, ０００円

1．１９８, ０００円

2．２４８, ０００円

3．２９８, ０００円

3級実技（資産設計提案業務 2016.9）
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いる。

※

－9－



問１１

会社員の細川さんは、相続により取得した⼟地にアパートを建築して不動産の貸付けを⾏おうと

考え、ＦＰで税理⼠でもある千⽥さんに不動産の貸付けについて相談をした。千⽥さんが⾏った

所得税の不動産所得に関する次の説明の空欄（ア）、（イ）にあてはまる語句の組み合わせとし

て、正しいものはどれか。

＜千⽥さんの説明＞

不動産所得の⾦額の計算上、賃貸料のほかに、礼⾦、更新料などの名⽬で受け取るものについ

ても総収⼊⾦額に含まれる。

また、不動産の貸付けをする際に受け取った敷⾦のうち、返還を要しない部分の⾦額は、返還

を要しないことが確定した⽇において不動産所得の総収⼊⾦額に（ ア ）。不動産の貸付け

を事業的規模以外で⾏った場合、⻘⾊申告制度を利⽤すれば、⻘⾊申告特別控除として最⼤（

イ ）の控除を受けることができる。

1．（ア）含まれる  （イ）１０万円

2．（ア）含まれない  （イ）１０万円

3．（ア）含まれない  （イ）６５万円

問１２

下記の３⼈の会社員のうち、２０２３年分の所得税において確定申告を⾏う必要がある⼈は誰

か。なお、＜資料＞に記載のない条件については⼀切考慮しないこととする。

1．布施隆志

2．宇野⼤地

3．⻘⼭幸⼀
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【第６問】 下記の（問１３）〜（問１５）について解答しなさい。

問１３

野村良介さんの＜親族関係図＞は下記のとおりである。仮に、現時点で良介さんが死亡した場合

の法定相続⼈・法定相続分の組み合わせのうち、正しいものはどれか。なお、記載のない条件に

ついては⼀切考慮しないこととする。

＜親族関係図＞

1．美幸 １／２ 沙耶 １／４ 翔太 １／４

2．美幸 １／２ 沙耶 ２／１０ 翔太 ２／１０ 雅美 １／１０

3．美幸 １／２ 沙耶 １／６ 翔太 １／６ 雅美 １／６
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問１４

横川健治さん（以下「健治さん」という）は、２０２３年６⽉２５⽇に妻の明美さんへ下記＜資

料＞の財産を贈与した。２０２３年中に明美さんが受けた贈与は＜資料＞に記載されたもののみ

であり、明美さんは贈与税の配偶者控除の適⽤を受けることを検討している。贈与税の配偶者控

除に関する次の記述の空欄（ア）〜（ウ）にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものは

どれか。

＜資料＞

建物 ８００万円（現在健治さんと明美さんが居住している）

⼟地 １, ７００万円（上記の建物の敷地、相続税評価額）

計２, ５００万円

「贈与税の配偶者控除」は、婚姻期間が（ ア ）年以上の配偶者から、国内の居住⽤の不動

産または居住⽤不動産を取得するための⾦銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合に、⼀定

の書類を添付し申告することで最⾼（ イ ）万円の控除を受けることができる。明美さんが

贈与税の配偶者控除の適⽤を受けた場合、２０２３年分の贈与税の課税価格は（ ウ ）万円

である。

1．（ア）２０ （イ）２, ５００ （ウ）０

2．（ア）２０ （イ）２, ０００ （ウ）３９０

3．（ア）２５ （イ）２, ０００ （ウ）５００

問１５

下記は、「⼩規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適⽤対象となる⼟地につ

いてまとめた表である。下表の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値の組み合わせとして、正し

いものはどれか。なお、いずれの⼩規模宅地等においても、２０２３年１⽉１⽇以後に開始した

相続で、適⽤要件を満たす相続⼈が取得し、最⼤限の適⽤を受けるものとする。

1．（ア）３３０  （イ）８０

2．（ア）４００  （イ）８０

3．（ア）４００  （イ）５０
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【第７問】 下記の（問１６）〜（問２０）について解答しなさい。
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杉野明さんは株式会社ＭＫに勤める会社員である。明さんは定年退職を２年後に控え、今後の

⽣活設計についてＦＰで税理⼠でもある⽬⿊さんに相談をした。なお、下記のデータはいずれ

も２０２３年９⽉１⽇現在のものである。

［家族構成］

［保有財産（時価）］

［負債残⾼］

住宅ローン（⾃宅マンション）：３５０万円（債務者は明さん、団体信⽤⽣命保険付き）

［定年退職時］

退職⼀時⾦として、勤務先より３, ０００万円が⽀給される予定。

［その他］

上記以外については、各設問において特に指定のない限り⼀切考慮しないこととする。

《設 例》



問１６

ＦＰの⽬⿊さんは、杉野家の２０２３年９⽉１⽇現在のバランスシートを作成した。下表の空欄

（ア）にあてはまる⾦額として、正しいものはどれか。なお、＜設例＞に記載のあるデータに基

づいて解答することとし、＜設例＞に記載のないデータについては⼀切考慮しないこととする。

1．５, ７４０（万円）

2．５, ８２０（万円）

3．６, ０７０（万円）

問１７

明さんは、定年退職後は、退職⾦の⼀部を⽼後の⽣活資⾦に充てようと思っている。仮に、退職

⼀時⾦のうち２, ０００万円を年利２％で複利運⽤しながら２０年間で均等に取り崩すこととした

場合、毎年の⽣活資⾦に充てることができる⾦額として、正しいものはどれか。なお、下記＜資

料＞の３つの係数の中から最も適切な係数を選択して計算し、円単位で解答すること。また、税

⾦や記載のない事項については⼀切考慮しないこととする。

1．１, ３４６, ０００円

2．１, ２２４, ０００円

3．８２４, ０００円
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問１８

明さんは、財形年⾦貯蓄を利⽤している。そこで財形年⾦貯蓄について理解を深めておこうと思

い、ＦＰの⽬⿊さんに質問をした。財形年⾦貯蓄に関する次の記述のうち、最も適切なものはど

れか。

1．加⼊できるのは５５歳未満の勤労者であり、１⼈１契約である。

2．年⾦は、６０歳以後に終⾝年⾦としてのみ受け取れる。

3．受け取る年⾦は、個⼈年⾦保険と同様に雑所得として課税される。

問１９

祥⼦さんは、現在、専業主婦で国⺠年⾦の第３号被保険者であるが、２０２３年１０⽉からある

会社においてパートタイマーとして働く予定である。パートタイマーとして働き始めた時点の祥

⼦さんの国⺠年⾦の被保険者に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、その時

点における祥⼦さんの年収は１００万円未満で、明さんの年収の２分の１未満であるものとし、

パート先において厚⽣年⾦の被保険者とならないものとする。

1．国⺠年⾦の第３号被保険者ではなくなり、第１号被保険者とされる。

2．国⺠年⾦の第３号被保険者ではなくなり、第２号被保険者とされる。

3．国⺠年⾦の第３号被保険者のままである。
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問２０

明さんは、会社の定期健康診断で異常を指摘され、２０２３年５⽉に３週間ほど⼊院をして治療

を受けた。その際の病院への⽀払いが⾼額であったため、健康保険の⾼額療養費制度を利⽤し

た。明さんの２０２３年５⽉における保険診療に係る医療費の⾃⼰負担額は３０万円（総医療費

１００万円）であったが、この場合、⾼額療養費制度により払戻しを受けた後の最終的な明さん

の負担⾦額として、正しいものはどれか。なお、明さんは全国健康保険協会管掌健康保険（協会

けんぽ）の被保険者で、標準報酬⽉額は「５０万円」である。また、⾼額療養費の多数該当およ

び世帯合算については考慮しないものとする。

1．８７, ４３０円

2．２１２, ５７０円

3．２１９, ５７０円
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